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議 案 第 2 号

収 入 の 部 支 出 の 部
項 目 予算額 決算額 項 目 予算額 決算額 内訳

一 般 会 費 1,690,000 1,611,695 総 務 部 550,000 367,760 総会費、役員会会場費、事務
用品

特 別 会 費 100,000 23,000 防 犯 交 通 部 31,000 33,378 街路灯電気代

札幌市住民組織
助 成 金

132,600 132,600 環 境 衛 生 部 120,000 82,236 町内会春清掃、ごみ箱購入
除雪用品

街 灯 料 補 助 金 18,457 20,776 厚 生 福 祉 部 350,000 173,422 敬老祝品、七夕行事

預 金 利 息 29 767 女 性 部 22,000 0

雑 収 入 15,000 4,174 青 少 年 部 10,000 10,000 ラジオ体操分担金

収 入 合 計 1,956,086 1,793,012 慶 弔 金 100,000 10,000 町内会員香典（1名）

前 年 度 繰 越 4,553,034 4,553,034 分 担 金 120,000 112,100 共同募金（連合町内会）

合 計 金 額 6,509,120 6,346,046 渉 外 費 12,000 5,000

除 雪 費 350,000 289,624 パートナーシップ

収 入 の 部  特別会計（災害等） 活 動 費 141,000 139,000

予算額 決算額 特 別 会 計 積 立

積 立 0 0 支 出 合 計 1,806,000 1,222,520

収入合計 0 0 繰 越 金 4,703,120 5,123,526 （普通/定額）預金+現金

前年度繰越 2,000,000 2,000,000 合 計 金 額 6,509,120 6,346,046

合計金額 2,000,000 2,000,000

内訳 一般会計（普通預金: 3,566,981 定額預金: 1,500,000 現金: 56,545 ）
   特別会計（定額預金: 1,000,000 （水道組合寄付金） 定額預金: 1,000,000 ）

議 案 第 3 号

  令和6年度栄町新栄町内会会計について、関係書類と照合監査の結果、
 その経理が適正に執行されていることを認めます。
    令和7年 3月 22日

令和6年度 収支決算報告書
(令和 6年 4月 1日 ～ 令和7年 3月 31日)

令和6年度 会計監査報告

 会計監査     丸 藤 益 三        印
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議 案 第 5 号

収入の部        (令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日)

項  目 R7予算額 R6予算額 増減 内   訳

一 般 会 費 1,611,695 1,690,000 ▲ 78,305 一般会員387、単身会員33、法人会員11

特 別 会 費 90,000 100,000 ▲ 10,000 新年会参加費 45,000  レク参加費45,000 1,500×30名程度×２

札幌市住民組織
助 成 金

137,800 132,600 5,200 札幌市助成金:基準割26,000、世帯割111,800 @430世帯

街 灯 料 補 助 金 20,776 18,457 2,319

預 金 利 息 767 29 738 定額貯金・郵便局(普通貯金)・北洋銀行(普通預金)

雑 収 入 4,174 15,000 ▲ 10,826 寄附金 等

収 入 小 計 1,865,212 1,956,086 ▲ 90,874

前 年 度 繰 越 5,123,526 4,553,034 570,492 一般会計分（普通/定額預金＋現金） ※別途、特別会計分あり

合 計 金 額 6,988,738 6,509,120 479,618

支出の部

項  目 R7予算額 R6予算額 増減 内   訳

総 務 部 550,000 550,000 0
総会費 50,000・新年会費 250,000・役員班⾧会費 30,000・
Microsoft365(OneDrive等) 27,400、その他

防 犯 交 通 部 31,000 31,000 0 街路灯電気代

環 境 衛 生 部 30,000 120,000 ▲ 90,000
町内清掃日経費 20,000・さくら公園(花壇分担費 )3,000
・その他

厚 生 福 祉 部 350,000 350,000 0 七夕行事等 200,000・敬老祝品 140,000・その他

女 性 部 22,000 22,000 0 女性部交流会 500・(連町)研修会等 20,000・その他

青 少 年 部 10,000 10,000 0 夏休みラジオ体操の分担金

弔 慰 金 100,000 100,000 0 香典等

分 担 金 120,000 120,000 0
共募39,000、日赤18,000、社協賛助４,000、連合町内43,000
東区行事分担 4,300、ひのまる公園盆踊り協賛金9,000

渉 外 費 12,000 12,000 0 (連町)総会・交流会参加費 6,000・(連町)新年交礼会費 6,000

除 雪 費 350,000 350,000 0 パートナーシップ350,000

活 動 費 250,000 141,000 109,000 活動費・その他

支 出 小 計 1,825,000 1,806,000

繰 越 金 5,163,738 4,703,120 460,618 一般会計分（普通/定額預金＋現金） ※別途、特別会計分あり

合 計 金 額 6,988,738 6,509,120 479,618

令和7年度 収支予算（案）
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栄 町 新 栄 町 内 会 規 約 
 

 (名称及び事務局) 
第 1 条 本会は、栄町新栄町内会 (以下「本会」という) と称し、事務局を会長宅に置く。 
 
 (組織及び目的) 
第 2 条 本会は、札幌市栄町新栄町内会に居住する住民をもって組織し、会員相互の親睦並

びに和調協力し生活環境の整備及び福利厚生を図ることを目的とする。 
 
 (業務) 
第 3 条 本会は、第 2 条の目的を達成するため次にかかげる業務を行う。 
 （１）町内の相互親睦に関すること 
 （２）札幌市又は連合町内会その他官庁により、住民の福利事項にいての周知及び庶務に関

すること 
 （３）町内地域の環境衛生に関すること 
 （４）町内会員の福利厚生に関すること 
 （５）町内会の老人、女性、学童に関すること 
（６）防犯、防火及び交通安全に関すること 
（７）除雪パートナー制度に関すること 
（８）その他必要と認める業務 

 
 (会員) 
第 4 条 本会の会員は、次のとおりとする。 
 （１）一般会員 この地域に居住する世帯主 
 （２）単身会員 (1)以外の単身者 
 （３）法人会員 この地域に事業所及び事務所を有する法人 
 
 (会費) 
第 5 条 本会は、会費により運営し次の会費を一定期日までに納入するものとする。 

(街灯費・除雪費を含む) 
 （１）一般会費 月額 350 円 
 （２）単身会費  同 200 円 
 （３）法人会費 同 650 円 
 ２ 生活保護の適用をうけている会員は会費を免除することができる。 
 ３ 本会が必要な業務を行うときは会員の協議により、臨時に会費を徴収することができる。 
 
 (班区分) 
第 6 条 本会の業務の円滑な運営を図るため、この地域を各班に区分する。 
 ２ 地域の班区分及び班の数は別に定める。 
 
 (会の部) 
第 7 条 本会には次の部を置く。 
 （１）総務部 
 （２）会計部 
 （３）防犯・交通部 
 （４）環境・衛生部 
 （５）厚生・福祉部 
 （６）女性部  
 （７）青少年部 
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(役員) 
第 8 条 本会は次の役員を置き、会員内より選任する。 
 （１）会長、副会長 2 名、監査、相談役 
 （２）各部長及び副部長 
 （３）役員は総会で選出する。 
   各班長は各班内で指名する。 
 
 (役員の任期) 
第 9 条 本会の役員の任期は原則として 2 年とする。但し再任を妨げない。 
 （１）班長の任期は原則として 1 年とする。 
 （２）役員に欠員が生じた場合は役員会で選出する。但しこの場合の任期は前任者の残任期

とする。 
 （３）役員の任期終了後においても後任の者が就任するまでは、その職務を行うものとする。 
 
 (会議の種類及び構成) 
第 10 条 会議は定期総会及び臨時総会並びに役員会とする。 
 （１）定期総会は 4 月に開催する。 
 （２）臨時総会は第 5 条第 3 項に掲げる事項が生じた時及び会長が特に必要と認めたとき開

催する。 
 
(総会の成立及び議決) 
第 11 条 総会は会員の出席者(委任状を含む)をもって成立することができる。 
 （１）会員が総会に出席できない場合は文書をもって他に委任することとし、委任者が代理出

席したものとする。 
 （２）議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 
 （３）総会の議長は、出席者より互選する。 
 
(総会の議事録) 
第 12 条 総会の議事録については、次の事項を議事に記載し、会員より要請があった場合は

閲覧させなければならない。 
 （１）開催の日時場所 
 （２）会員の出席者数(委任者を含む) 
 （３）議案及び議決事項 
 
 (経理) 
第 13 条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって支弁するものとする。  
 （１）本会の経理は、総会の決議に基づき役員会の定めるところにより処理する。 
 （２）寄付金(赤十字、共同募金)は支弁する。 
 
 (内規) 
第 14 条 会員(家族を含む)の死去に際し、弔慰金として 10,000 円を贈る。 
 
(業務年度) 
第 15 条 本会の業務年度は 4 月 1 日に始まり翌年の 3 月 3 1 日までとする。 
 
付 則 
 この規約は昭和 5 7 年 2 月 1 日より実施する。 
 一部改正 昭和 6 0 年 2 月 1 日 
 一部改正 平成 9 年 4 月 1 日 
 一部改正 平成 1 5 年 4 月 1 2 日 
 一部改正 平成 2・3 年 4 月 1 日 (第 5 条第 1 項 会費の改定) 
 一部改正 平成 2 7 年 4 月 1 日 (第 1 4 条 一部分削除) 
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栄町新栄町内会個人情報取扱ルール 

制定 令和５年４月１日 

改正    - 

（目的） 

第１条 この取扱ルールは、栄町新栄町内会（以下「本会」という。）が保有する個人情報につい

て適正な取扱いを確保することを目的として定めます。 

（責務） 

第２条 本会は、個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）等を遵守するとともに、町内

会活動において個人情報の保護に努めます。 

（周知） 

第３条 本会は、この取扱ルールを、総会資料又は回覧により、少なくとも毎年１回は会員に周

知します。 

（管理者） 

第４条 本会における個人情報の管理者は会長とします。 

（取扱者） 

第５条 本会における個人情報の取扱者は、役員、要援護者を支援する者とします。 

（秘密保持義務） 

第６条 個人情報の管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知

らせ、又は不当な目的に使用しません。その職を退いた後も、同様とします。 

（個人情報の取得） 

第７条 本会は、町内会活動の運営を目的に、会員又は会員になろうとするものから受理する

ことにより、個人情報を取得します。 

２ 要援護者の支援等のため、法に規定する障害や病歴などの要配慮個人情報を取得する際

は、本人の同意を得て取得します。 

３ 本会が会員から取得する個人情報は、氏名（家族、同居人を含む）、生年月 

日、性別、住所、電話番号、緊急時の援護の要否、避難支援等を必要とする 

事由、緊急時連絡先、その他連絡事項などで会員が同意する事項とします。 

４ 本会が配付する名簿、会の区域図等に記載する個人情報は、会員が同意する氏名、連絡

先、班の区分および居住地等の事項とします。 

 

 

 

（利用） 

第８条 本会が保有する個人情報は、次の各号に掲げる活動等に際して利用します。 

（１）会費の請求、管理、その他文書の送付など 

（２）会員名簿の作成及び会の区域図の作成 

（３）敬老祝等の対象者の把握 

（４）災害等の緊急時における支援活動 

（５）災害時に備えた要援護者との日頃からの関係づくり 
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（管理） 

第９条 個人情報は、会長又は会長が指定する役員が保管するものとし、適正に管理します。 

２ 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに復元不可能な状態にして廃棄します。 

（提供） 

第 10 条 個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者（委

託・共同利用の相手方を除く。）に提供しません。 

（１）会員本人から個人情報を取得する際に伝えて同意を得ている範囲で提供する場合 

（２）法令に基づく場合 

（３）人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合 

（４）公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合 

（５）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行す

ることに対して協力する必要がある場合 

（第三者提供に係る記録の作成等） 

第 11 条 取扱者は、個人情報を第三者（道・市役所・区役所を除く。）に提供 したときは、法第

25 条に定める第三者提供に係る記録を作成し、保存します。 

（第三者提供を受ける際の確認等） 

第 12 条 取扱者は、第三者（道・市役所・区役所を除く。）から個人情報の提供を受けるに際し

ては、法第 26 条に定める第三者提供を受ける際の確認を行い、記録を作成し、保存しま

す。 

（開示） 

第 13 条 会員は、第７条の規定に基づき提供した会員本人の個人情報について管理者に対し

開示を請求することができます。 

２ 管理者は、会員本人から会員本人の個人情報の開示について請求があったとき、法第 28

条第２項に該当する場合を除き、本人に開示します。 

（個人情報の訂正等） 

第 14 条 会員は、第７条に基づき提供した会員本人の個人情報について管理者に対し訂正等

を求めることができます。 

２ 前項の請求があった場合、管理者は直ちに該当する個人情報の訂正等を行います。ただ

し、各会員にすでに配付されている会員名簿等は、訂正等について会員に連絡することをも

ってこれに替えることができるものとします。 

（漏えい発生時等の対応） 

第 15 条 取扱者は、個人情報を漏えい、滅失、き損等の事案の発生又はその兆候を把握した

場合は、管理者に連絡します。この場合において管理者は、事実及び原因の確認、被害拡

大の防止、影響を受ける本人への連絡、再発防止等の対応を行います。 

（開示請求及び苦情相談窓口） 

第 16 条 本会における、開示請求及び苦情相談窓口は、会長とします。 

 

（附則） 

この取扱ルールは、令和５年４月１日から施行します。 


